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159-衆-予算委員会-2 号	 平成 16 年 01 月 26 日	 

○安倍委員	 今確定しているのは八一年の政府答弁でありますが（略）「わが国を防衛するため必要最小限度

の範囲にとどまるべきものである」、こういうふうにありますが、「範囲にとどまるべき」というのは、これは

数量的な概念を示しているわけでありまして、絶対にだめだ、こう言っているわけではないわけであります。

とすると、論理的には、この範囲の中に入る集団的自衛権の行使というものが考えられるかどうか。 
○秋山法制局長官	 それから、御質問の後段の、憲法解釈において政府が示している、必要最小限度を超える

か超えないかというのは、いわば数量的な概念なので、それを超えるものであっても、我が国の防衛のために

必要な場合にはそれを行使することというのも解釈の余地があり得るのではないかという御質問でございま

すが、憲法九条は、戦争、武力の行使などを放棄し、戦力の不保持及び交戦権の否認を定めていますが、政府

は、同条は我が国が主権国として持つ自国防衛の権利までも否定する趣旨のものではなく、自衛のための必要

最小限度の実力を保有し行使することは認めていると考えておるわけでございます。 
	 その上で、憲法九条のもとで許される自衛のための必要最小限度の実力の行使につきまして、いわゆる三要

件を申しております。我が国に対する武力攻撃が発生したこと、この場合にこれを排除するために他に適当な

手段がないこと、それから、実力行使の程度が必要限度にとどまるべきことというふうに申し上げているわけ

でございます。 
	 お尋ねの集団的自衛権と申しますのは、先ほど述べましたように、我が国に対する武力攻撃が発生していな

いにもかかわらず外国のために実力を行使するものでありまして、ただいま申し上げました自衛権行使の第一

要件、すなわち、我が国に対する武力攻撃が発生したことを満たしていないものでございます。 
	 したがいまして、従来、集団的自衛権について、自衛のための必要最小限度の範囲を超えるものという説明

をしている局面がございますが、それはこの第一要件を満たしていないという趣旨で申し上げているものでご

ざいまして、お尋ねのような意味で、数量的な概念として申し上げているものではございません。 
 
183-参-予算委員会-15 号	 平成 25 年 05 月 08 日	 

○内閣総理大臣（安倍晋三君）	 これは、法制局の答弁としては、言わば集団的自衛権について言えば、国際

法上は自衛権は保持をしているが憲法上行使できないと、こういう答弁をしているわけでございます。そこで、

この答弁の際にも、言わばこの概念として、絶対概念ではなくて量的概念として必要最小限を超えるという当

時は判断をしている 
 
186-衆-安全保障委員会-8 号	 平成 26 年 06 月 06 日	 

○辻元委員	 法制局は、集団的自衛権について、必要最小限度の範囲を超えるという説明をしている局面がご

ざいますが、それは第一要件、我が国に対する武力攻撃が発生したことを満たしていないという趣旨で申し上

げているものでございまして、お尋ねの意味での数量的概念として申し上げているものではございませんと。

鍵というのは、我が国に対する武力攻撃が発生していることなんです。法制局長官、この見解は変わっていま

せんね。 
○横畠法制局長官	 お尋ねの必要最小限度の範囲という趣旨につきましては、御指摘のとおり、自衛権行使の

第一要件を満たしているか否かということであり、その意味で、数量的な概念ではない旨考えております。 
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